
カラスの威
いかく
嚇にご注意ください

　カラスは、繁殖期の春先から６月
ごろにかけて、人間からヒナを守ろ
うと大きな声で鳴いたり、旋回したり
して威嚇してきます。攻撃的な行動
をとるおそれもあるので、その際は
慌てずその場から立ち去りましょう。
　防御策の一例として、傘をさす、
帽子をかぶるなどして速やかに通る
ことで回避できます。また、ごみを
出すときは、カラスの餌となる生ご
みをとられないよう、ネットやシート
で覆いましょう。
 環境課環境保全・衛生係（ 内線
368・369）

緑の募金にご協力を

　埼玉県緑化推進委員会では、緑に
親しみ、健全で豊かな心を育む環境
づくりを進めるため、緑の募金を実
施しています。
 公園緑地課計画整備係（内線
4682）

アプリで簡単！
らくらく不法投棄通報！

  ごみ拾いＳＮＳ「ピリカ」を使って、
スマートフォンなどから、廃棄物の
不法投棄を通報できます。
  このアプリは、現場の写真撮影と
地図上で位置を指定するだけで、簡
単に通報できます。
  以下の２次元コードから、アプリの
ダウンロードが可能です。
 県産業廃棄物指導課
☎048-830-3135

令和８年経済センサス-活動調査

　６月１日現在で、総務省と経済産
業省による経済センサス-活動調査
を実施します。この調査は、全国の
全ての事業所および企業を対象とし、
調査結果は行政施策の立案や民間企
業での経営計画の策定など、社会経
済の発展を支える基礎資料として広
く利用されます。
　本調査はインターネット回答を推
奨しています。調査書類が届きまし
たら、ぜひインターネッ
ト回答をお願いします。
 情報推進課統計係
（内線5887）

合併処理浄化槽補助金

 浄化槽を単独から合併に入れ替え
る場合（転換設置）

受付期間　５月11日㈪～６月30日㈫
※ 詳細は「補助金制度のお知らせ」（下水
道施設課、市ホームページで配布）を
ご確認ください。
下水道施設課排水係（ 内線

288）

農業集落排水処理施設
使用者の皆さんへ

　農業集落排水処理施設使用料は、
基本料金と人数割料金から計算され
ます。使用人数が変更（転入・転出、
出生・死亡等）になった場合はご連
絡ください。連絡を受けた翌月の使
用分から使用料が変更（増額または
減額）になります。
連 絡先 ㈱日本ウォーターテックス
（☎58-1111（ 内線290～294）
／８時45分～16時30分※平日のみ ）

ごみは朝８時30分までに出しましょう

　ごみ収集作業後のごみ出しが増え
ています。収集作業後に出されたご
みは回収できませんので、ごみは必
ず「朝８時30分」までに出していた
だきますようお願いします。
 資源循環推進課廃棄物収集係（
内線359）

イノシシにご注意ください

　近年イノシシの目撃情報が増えて
います。イノシシに遭遇した場合は
以下の点に注意しましょう。
・イノシシを刺激しない
・大声を出さない、物を投げない
・イノシシの進行方向をふさがない
・ 慌てずにゆっくりと、背中を見せず
に後ずさりする
・物陰に隠れる
・ 犬を連れている場合は、犬と分か
れて避難する
　イノシシを目撃した場合は、警察
または市役所へご連絡ください。
 環境課環境保全・衛生係（ 内
線369）

空き店舗を活用した創業の支援

補 助金額　対象経費の１／２以内（上
限100万円）
対 象経費　家賃、空き店舗の改装費、
広報費

※ 申請額が予算を超えた場合は、補助
率が１／２を下回ることがあります。
５月１日㈮～29日㈮に、直接

または郵送で、申請書（市ホーム
ページで配布）を、商工観光課商
工労働係（〒346-0192／ 内線
135）へ

健

康

子
育
て

フ
ォ
ト

お
知
ら
せ

募

集

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

相

談

公
共
施
設

注
目
情
報

 日程　  場所　  内容　講 講師　  対象　  定員　  費用　  持ち物　  申込み・応募　  問合せ

お
知
ら
せ

5広報くき　2026（令和８年）.５

市民全員で災害に備える
体制づくりをしましょう！

　地域で自主防災組織を設立し、活
動することが災害に強い地域づくり
につながります。自治会単位でも自
主防災組織を設立することが可能で
す。未設立の地域は、積極的に検討
をお願いします。
◆自主防災組織補助金
 自主防災組織の設立、防災訓練の
実施、資機材購入、啓発事業等
の参加・実施に係る費用

◆地区防災計画を作りましょう
日頃からの準備、役割分担、訓練

内容など、地区の特性をよく知る地
域の方々で作成し、より地区の実情
に即した具体的な計画を作成しましょ
う。
◆ 自主防災組織リーダー養成指導員
をご活用ください
　各自主防災組織が実施するD

デ ィ グ

IG
（災害図上訓練）やH

ハ グ

UG（避難所運
営ゲーム）などの訓練の指導や、未
設置地区の方々に、自主防災組織の
意義と役割等について講義を行いま
す。詳細はお問い合わせください。
 危機管理課危機管理係（内線
2650）／各行政センター地域
振興係（ 251／ 324／
109）

戦没者の慰霊巡拝事業

厚生労働省では、戦没者の遺族等
を対象に慰霊巡拝事業を行っています。
訪問地域、日程、費用、申込方法な
どの詳細はお問い合わせください。
 県社会福祉課 ☎048-830-3286

国民健康保険税の税率が変わります
区分 令和７年度 令和８年度

医療分
所得割率 7.81％ 8.08％
均等割額 39,000円 47,500円
賦課限度額 650,000円 660,000円

支援金
等分

所得割率 3.09％ 2.82％
均等割額 16,600円 17,000円
賦課限度額 240,000円 260,000円

介護分
所得割率 2.87％ 2.41％
均等割額 16,200円 17,100円
賦課限度額 170,000円 170,000円

子ども分
【新設】

所得割率 ― 0.26％
均等割額 ― 1,600円
18歳以上
均等割額 ― 100円

賦課限度額 ― 30,000円
※ 令和８年度の税額は７月中旬に送付
する納税通知書でお知らせします。

【令和８年４月から子ども・子育て支
援金制度が始まっています】
全ての世代から新たに「子ども・子育
て支援納付金分」を納付いただき、こ
どもや子育て世帯を社会全体で支える
制度です。なお、こども（18歳に達す
る日以後の最初の３月31日以前である
方）については、均等割額および18歳
以上均等割額が全額軽減されます。
【保険税の軽減制度】
① 世帯の所得状況が一定の条件に該当
する世帯は、均等割額を７割・５割・
２割軽減します。

※ 国民健康保険に加入している16歳以
上の方は所得の申告が必要です。
② 未就学児の均等割額を５割軽減し
ます。①の軽減が適用されている
場合は、軽減措置後の額からさら
に５割を減額します。

※ 詳細は市ホームページを
ご覧ください。
 国民健康保険課保険税係（内線
3452～3455）

久喜総合文化会館小ホールの
予約受け付け停止

　小ホールの天井落下防止対策工事
に伴い、工事予定期間中の予約受け
付けを停止します。
受付停止　５月１日㈮から
工 事予定期間　令和９年６月20日㈰
～令和９年10月10日㈰

※ 小ホール以外の施設は通常どおりご
利用いただけます。
 市民生活課市民生活・防犯係（内
線2652）

小児慢性特定疾病医療費
支給継続申請の受付

 受給者証をお持ちで、引き続き治
療が必要な20歳未満の方の保護者
申請書、医療意見書、加入医療保
険の資格確認証等の写し、受診者
の加入する公的医療保険（健康保
険）の被保険者の市町村・県民税
課税（非課税）証明書（税額・所
得金額が記載されたもの）など

※ 保健所から案内が郵送されます（医療
意見書は指定医に依頼してください）。
６月８日㈪～７月31日㈮に、幸

手保健所（☎42-1101）へ
※土・日曜日、祝日を除く

コンビニ交付サービスの休止

　システムメンテナンスに伴い、コ
ンビニ交付サービスを休止します。
休止期間　５月17日㈰
※５月18日㈪６時30分再開予定
 市民課（総合窓口）市民・パスポ
ート係（内線2662）

 菖蒲行政センター  栗橋行政センター  鷲宮行政センター ※郵便番号のみ記載の場合は、所在地記入不要です。
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